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19世紀北 イン ドにおける言語問題の推移

藤 井 毅

1は じめに― 問題の所在―

地球規模で見た場合,多 言語状況の存在は別段南アジアに限られたものではな

いことは言 うまでもない。しかしながら,そ うであるにも関わらず,し ばしばそ

れ は南アジアの不可分の属性 として捉えられ,時 には宿痾 としてすら語られてき

たのだった。後者の認識の当否は別として,前 者には異論を差挟む余地は小さい

のか もしれないが,む しろ我々が考えねばならないのは,南 アジアの多言語状況

を他地域と際立たせて特徴付ける要因は何なのか ということであろう。

本稿においては,そ れに対し次のような回答を用意する。ひとつに,多 言語が

存在する地域が近現代においてイギ リス一国による植民地支配を受け,そ の影響

が言語をめ ぐる社会状況に長期に渡 り強 く及んだことである。その結果,英 語が

権力と権威の象徴 として卓越するとともに,私 法分野においては在来の古典語が

近代的植民地支配体制のなかに取 り込まれたことにより,近 代インド諸語は抑圧

されることを余儀な くされたのだった。さらにその過程においては,ウ ル ドゥー

語 とヒソデ ィー語のように同一の文法構造を持ちながらも文字と宗教との間に分

ち難い関係が成立し,分 化の途を辿った例も見られたのだった。二つに,植 民地

の継承国として分離独立をへて誕生した二つの国家は,そ れぞれ内に同様の多言

語状況を抱えていながらも,そ の国制への反映のされ方には大 きな対比を見せて

いる。それは,ヒ ンディー語とウル ドゥー語の政治化過程の帰結に他ならなかっ

たが,多 言語状況は決して自然現象として性格付けられたのではな く,歴 史的に

特徴付けられることを示して余 りある事実で ある。

こうした南アジア社会において言語をめ ぐり生起する様々な事象は,多 くの人

々の関心を引き付けてやまなかった。国民統合を模索する同地域の政治家にとっ

て,そ れは対処しなければならない火急の課題として立現れてきたし,研 究者に

とっては格好の題材を提供するものだった。しかしながら残念なことに,そ うし

た関心の大きさは歴史事実の把握の甘さとその恣意的解釈に直結してしまい,結

果 として量 と質 との問には相反す る関係を生み出すに至ってしまったのである。
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それは一つに,言 語運動に関わる当事者の側からする発言が大きな比重を持っ

ていたことによる。利害と直接結び付いているがゆえに,そ の主張がもたらす圧

力が大きかったのは言 うまでもない。さらにそれは,言 語運動においては学問上

の常識は共有される必然が無いことと相合わさり,展 開される論調の質を規定し

ていったのである。二つに,一 見すると局外に在 り客観的な立場に拠りうるかに

見える人々も,自 らの有する言語能力に対応した解釈をしてしまうことによる。

そうした人 々は,イ ン ド近代において際立 った形で成立した文字と宗教 との結び

付きや文字の言語名化を所与の前提 として受け入れたうえで問題を論じてきたの

である。わけても語学教育に携わる人々にその傾向は強い。

こうした研究環境のなかで,1994年 に刊行された キングの著書は1),一 石を投

じるものとなった。同書は,植 民地支配が具体的に実現する場である英領州諸県

の地域差を明確に示した うえで,植 民地支配下に生じた新たな権威と価値の創出

再生産機構である教育と政府職への雇用においてイギ リス人官僚の言語社会観が

いかに反映され,そ れらが翻 ってイソ ド社会をどのように規定するに至ったのか

を辿 り,北 イソ ドにおける言語の政治化過程を詳らかにしようとしたのである。

同地域の言語問題に関する従来の研究が,言 語そのものの内的=構造や言語運動の

なかで展開された主張にのみ焦点をあてて論じてきたのに比べ ると2),当 事者の

自己認識や19世 紀前半の歴史社会環境に余 りに顧慮しないことなどい くつかの間

題を内包しながらも,同 書は新たな視点を提示しえたのだった。

本稿は,キ ソグのもたらした知見を理解するうえで前提 となるであろうい くつ

かの要件に検討を加えることを書的 としている。

219世 紀前 半 の歴史 社会 環境

ムガル帝国より実質的権力を奪ったのち,支 配権力の転換をイソ ド社会に宣言

し,イ ギ リス支配の正統性を打立てるためには,旧 支配者の権威を象徴するよう

な事物は廃されねばならなかった。ムガルの宮廷儀礼や帝国の運営を支えたペル

シャ語は,ま さにその最たるもの であった3)。その目論見は,ペ ルシャ語がイソ

ドにとって基本的には外来支配者がもたらした言語であったことと,そ の運用能

力を持つ一群の職能集団が存在してはいたものの,在 地社会においては基盤を持

たなかったことによっても促されるようになった。しかしながら,そ れらは単に

排除すれぽ事足 りるわけではな く,日 常の支配行為に断絶は許されな か った以

上,望 むべ き何 ものかによって早急に置換することが求められたのだった。

これは現象 として見た場合単純な過程 と映るかもしれないが,い ずれもその背
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景には,1790年 に指摘されたサソスクリット語と古典ギ リシャ語 ・ラテソ語が共

通起源を持つ可能性や ヨーロッパにとって未知の宗教信仰であるヒン ドゥー教の

発見がもたらした知的変動が控えていたのである。そ うした大状況のなかで,植

民地支配の具体的施策は,イ ン ド社会の現実がもたらす圧力と支配の意図の干渉

を通して形を成していったのだった。

19世紀初頭において言語をめ ぐる実務面の要請は,次 の分野において顕在化す

ることになる。一つは,司 法 と税務行政である。当初,従 来通 りペルシャ語が用

いられていたが,在 地社会と密接な交渉を持つ ことが不可欠に要求されたことか

ら,口 語(vernacular)の 知識 とそ の何らか の形で制度化された援用は不可避であ

った。例えば,マ ドラースに おい ては1796年 の規則(Regulation)に よって,コ

レクターに任用されるためには在地社会の口語の運用能力が不可欠に求められる

ようにな り,あ わせてそれを促すために奨励金の支給や検定試験も開始されたの

だ った4)。多かれ少なかれ,同 様の措置は他管区においても踏襲されてい た。二

つに,植 民地軍の運営においてである。軍隊で雇用するイソド人が出身地を同じ

くし,そ の運用範囲も同一地域内であったのならば,言 語はさほど問題化しなか

ったのかもしれない。しかし,実 際のところ募兵の現実は,そ うした仮定や願望

を乗 り越えていた。何らかの共通語の援用は不可欠であった。三つに教育媒介言

語の選択である。これは後述するように,ど のような特質を持ったインド人を創

出してゆ くのかと直結 して いたか ら,植 民地経営の根幹に関わる問題とみなさ

れ,議 論は長期的展望に立つ思想論争へ と転化していった。四つに副次的なもの

であったが,藩 王国との交渉や条約文において用いる言語の選定である。

支配地域の急速な拡大に法 ・行政制度の整備は必ずしも対応しきれていたわけ

ではなかったが,イ ギ リスの支配の意図はまず もって言語規定を持つい くつかの

法令によって結実していった。オリエンタリス トとアングリシス トの間で闘わさ

れた論争をへて,1835年2月 に提出されたマコーリ覚書きに対応して発せられた

ベンティンク総督の決議は,高 等教育における英語の卓越を決定的にしたのであ

る5)。それにより,在 来学問伝統を担った ペルシャ語とサソスクリット語は,私

法分野においては残存したものの,そ の教育研究への公的資金援助は停止される

ことにな り,背 後に退 くことを余儀なくされた。代って英語の直接教育が開始さ

れ,そ の能力を身につけた一群 のイソ ド人を創出してゆくこと となった ので あ

る。結果 として,近 代イソ ド諸語は初等教育 とイギ リス人官吏の資格検定 レベル

に押し込められてしまい,イ ソドの教育制度においては権力の有 り様に対応した
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言語の二重構造が成立することになった。

行政行為におい て は,イ ソ ド人官吏のなか に英語能力の普及を図る一方で,

1837年 末に至る段階で既にボソベイとマ ドラース管区においてペルシャ語が英語

と近代インド諸語に取って代 られていた。他地域に比して遅れて英領に組み込ま

れ,な おかつムガル帝国勢力の中心地であった北インドにおいても,1838年 に入

ると北西州がその税務行政における使用言語をペルシャ語よりペルシャ=ア ラビ

ア文字で記されるヒンドゥスターニー語に転換することを認め,後 に中央州に包

含されることになるソウガルとナルヴァダー地域では,税 務局がデーヴァナーガ

リー文字の使用を許可するように なっていた6)。地域毎に推進されたこうしたペ

ルシャ語の転換を法制面で裏付けたのが,1837年 に制定された司法と税務手続き

における言語法である。同法はわずか二条からなる短いものであったが,第 一条

ではインド総督はいかなる司法 ・、税務手続 きにおいてもペルシャ語を廃し,代 っ

て用いる言語と文字を指定しうるとされ,第 二条は前条に対応して総督をして下

位の統治機構に対して同様の権能を委任することを可能としていた。いずれも,

総督が適切とみなす範囲で適用に制限を設けることを許していた7)。同法 の発効

によってペルシャ語は直ちに排除されたわけでも,そ の使用が非合法化 されたわ

けでもなかったが,そ の漸時的撤廃は決定的となったのである。1837年 末以降,

ペルシャ語に代る言語とその使用文字を特定する作業は管区の下位行政単位や部

局へ と移 り,行 政命令によって決定されていったのである。同法が単に言語のみ

ならず,文 字種の特定までを総督の権能として定めていたことは,後 に北 インド

において顕在化す る事態を予見するものとなった。

こうして1830年 代後半は,教 育と行政において言語と文字が政治化する端緒が

開かれた時期として記憶されたことになったのだった。

3共 通語 の 発見 とその文字 化

結果から述べ ると,北 イソドの司法 ・税務行政においてペルシャ語に代って用

いられることになったのは,ペ ルシャ=ア ラビア文字で記されるヒソドゥスター

ニー語であった。それは,軍 隊内で具体化していた事態の追認に他ならなかった。

近代の北 イソドにおいて,学 問伝統を担ってはいなかったものの,日 常の社会

生活で広範に用いられ共通語として機能している言語が存在していることは,初

期の頃より外来の観察者によって認識されて いた8)。それが後にヒソドゥスター

ニー語 ・ウル ドゥー語 ・ヒソデ ィー語,あ るいはヒソドゥヴィー語と呼ぼれるこ

とになる言語に他ならなかった。これらはもともと口語として音声レベルにおい

―918―



(64) 19世 紀北 イン ドにおける言語 問題 の推移(藤 井)

て存在してお り,19世 紀に至る段階では在地社会における識字率の低さや印刷手

段が限られていたこともあ り,文 字化されて通用することは稀であった。しかし

ながら,そ の通用域の広さはキ リス ト教宣教師団や東インド会社の一部官僚によ

って逸早 く見出され実用に移されていた。東 インド会社の官吏を教育するために

設立されたフォート・ウィリアム ・カレッジにおいても,こ の共通語をペルシャ

=ア ラビア文字で記したものが ヒン ドゥスターニー語の名のもので教授され,ヒ

ンデ ィー語の名によってはデーヴァナーガリー文字で記されたブラジ ・バーシャ

ー韻文と一部の科目では共通語散文体が教えられていた。こうした事態は聖書の

翻訳や様 々な分野の教科書の叙述においても拡大してゆき,活 版印刷の導入によ

り活気づいた出版文化のなかでも地歩を得ていったのである。そして,そ の文字

化の度合いは,デ ーヴァナーガリー文字に比してペルシャ=ア ラビア文字の方が

はるかに高かったのだった。しかしながら,ま だしもこの段階では個 々の言語名

で特定される様式や宗教規範との間には,今 日考えられているような密接不可分

の関係は存立していなかったと考えて良い9)。

では,共 通語の文字化過程の初期にお いて生 じた こうした 事態の要因は,ど

こに求められるのであろうか。考えられるのは次の諸点である。第一に,識 字能

力を持つ人 々が非常に限られていた時代に,わ けても法や税務行政といった特定

の語彙 と様式を要求される分野に関す る知識を持つ人々は,容 易に見出し難いも

のであった。結果 として,そ れまでペルシャ語の能力をもって雇用されてきた人

々が,そ のまま留 まり続けるのは避けられないことだった。そ うした人々は,自

らの既得権を護るために,初 期の頃は共通語様式の未確立や諸方言の存在はペル

シャ語の残存を不可避にす る とい う主張を展開した りもしたが,や が て,ペ ル

シャ語の排除が避けられないことが理解されると,そ の文字によってヒソ ドゥス

ターニー語を表記し,あ わせて様式をペルシャ語化することを強力に推進してい

ったのである。それは,植 民地政府 より度 々懸念が表明されるほど窮まったのだ

った。第二に,こ うした事態に対応してデーヴァナーガリー文字の使用を推進し

ようにも,法 ・税務行政における使用語彙はとんどがペルシャ語よりの借用語で

あったことか ら,単 に文字を転換すれぽ事足 りる とい うものでもな かった。ま

た,デ ーヴァナーガ リー文字は,サ ンスクリット語やブラジ ・バーシャーといっ

た規範言語の記述に のみ用いるべきで,共 通語を表記すべきではな いとい う意

識が,他 ならぬその識字能力を有する人々のあいだに根強 く存在してお り,ペ ル

シャ=ア ラビア文字に比して大きな内なる障害が立ちはだかっていたのである。
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結果 として,ペ ルシャ=ア ラビア文字はイスラーム教伝統 と結び付いてはいた

ものの,現 実のイソ ド社会においては宗教への帰属に関わ りな く用いられ続けた

のである。それに対してデーヴァナーガリー文字の方は,そ の識字能力がもっぱ

らバラモンによって維持されたこと10),前 述のイギ リスの姿勢 もあって,ヒ ン

ドゥー教的価値観を排他的に体現せざるをえなかった。このように文字化の行 く

末が未だ定まっていなかった時期に,1837年 の言語法は,あ る特定の言語とその

使用文字に対し公的認知を与える途を開いたのである。なおかつそれは,単 なる

御墨付にとどまらず,行 政手続や雇用 といった利益分与 と対応していたために,

同時代のみならず後代に及ぼした影響は計 り知れないものとなったのだった。

一方,初 等教育の分野で は,ほ ぼ県単位で地域の教育に関する権能を有する官

僚が,自 らの判断に基づき公的資金援助を受ける学校において教授すべ き言語と

文字を特定していった。中央集権的かつ一元的な公教育制度は導入されていなか

ったことか ら,学 校毎に使用する言語と文字が異 な ることも起こりえた ので あ

る。また文字の選択も,単 にペルシャ=ア ラビア文字かデーヴァナーガリー文字

かとい う二者択一ではな く,例 えばビハールにおけるカィテ ィー文字や商人の子

弟へのモーリー文字の教育も行なわれていたのだった。しかし,い ずれにせ よこ

の分野でも,社 会的に存在していたペルシァ=ア ラビア文字の卓越に対応 して,

その体系を教授する学校に対する需要の方が高かったのである11)。

1830年 代後半に始まった言語を基軸 とするこうした社会変動の影響を最も大き

く被ったのが,ペ ルシャ語の運用能力をもってムガル帝国のみならず東 インド会

社にも仕えてきたカーヤスタ― わけてもヒン ドゥスターン ・カーヤスタ― に

代表される職能集団である。彼らの官職 占有率は他集団に比して著し く高 く,そ

れゆえ.にイギ リスは,し ぼしばそれを 「カーヤスタの陰謀」として警戒の念を持

って見ていたのだった12)。即ちペルシャ語 とその使用文字を排す ることは,カ ー

ヤスタらによる官職独 占を是正することに他ならなかった。さらに言い換れぽ,

ペルシャ語に代る言語と使用文字の決定権を自らに与えたことは,新 たに指定す

る言語と文字の能力を持つ一群の人々を養成する義務を自らに課すことを意味し

ていたのである。か くして,植 民地支配体制と新たな権威の確立は,教 育制度の

整備拡充と並行して,そ の恩恵を受ける新たな階層とその受け皿となる雇用の創

出を随伴することになったのだった。

419世 紀 後 半 にお け る事態 の推 移

19世紀前半において方向づけられた言語問題の展開に,新 たな変化の兆しが生

―916―



(66) 19世 紀北 イン ドにおけ る言語問題 の推移(藤 井)

じるのは1857年 の反英大反乱以降のことである。既にその段階では共通語として

の ヒン ドゥスターニー語の有用性は,イ ギ リス議会委員会における証人の次の発

言に見られるように,ほ ぼ共通の認識となっていた13)。

私がボンベイ最高裁で審理を担当したときには,ひ とつの案件においてしばしば6つ

の言語が用いられる事態に直面したが,北 西州においてはただ一つの言語が流通してい

る。行政官はその言語を完全に習得していなければならないことを私は信じて疑わない。

反英大反乱の後,イ ギ リスはイスラーム教徒に対しては,そ の宗教感情への刺

激を避ける方策を探るようにな り,一 方,イ スラーム教徒のなかにはその社会経

済上の後進状態を ヒン ドゥー教徒中心の民族運動とは一線 を画し,親 英的姿勢を

採ることによって克服しーうとする近代派勢力の登場を見たのである。彼らは教

育の普及 と雇用の確保にあたり,ペ ルシャ=ア ラビア文字で記されるヒン ドゥス

ターニー語 ・ウル ドゥー語の擁護を前面に掲げるようにな り,そ れは,官 僚のな

かに見られたデーヴァナーガ リー文字への指向に対応してもっぱらヒン ドゥー教

徒によって推進された文字擁護運動 との対峙を招来したのだった。半世紀を経て

ようや く社会的に蓄積されるに至ったデーヴァナーガリー文字の識字能力を持つ

人 々は,政 府に対し司法 ・税務行政等における認知を要求し始めたのである。共

通語の記述様式の うち特定のものだけに公的認知が与えられることは,容 認し難

いものだった。この過程において文学規範をブラジ ・パーシャーより共通語に転

換しようとする運動が推進され,あ わせてカィティーやモーリー文字といった非

規範的な文字体系が排除されていったのである。規範の擁護は一・元的に行なわれ

なければならなかった。文字名が言語名化するのはこの段階においてである。現

在の共通 ヒンディー語がナーガリー普及運動 として展開されたことを想起された

い。こうして,文 字は音声言語を記述す るた め の恣意的記号であ る以上に,社

会経済上の差異と対応した宗教感情を象徴するものとなっていったのである。

文字をめ ぐる権益獲得の争いは,双 方の側で語彙や様式をそれぞれペルシャ語

化 ・サンスクリット語化させて差異を際立たせようとする傾向に刺激を与えるこ

とにな り,話 者の意志を背景として明白な分化の途を辿る こ とに なった のだっ

た。カーヤスタの人 々も,や がてその使用文字をデーヴァナーガリー文字へと転

換 させてゆ く。その文字によって共通語散文体を記述する伝統は,20世 紀末まで

に確立され,そ れにあわせて政府より公的認知を手に入れたのである。そして,

20世紀の第一四半世紀に至 り韻文を含む文学規範にまで及んだのだった。その段

階で文字と宗教や記述様式との問には,不 可分の関係が成立したと考えてよい。
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5ま とめ にか えて― 今後 の課題―

従来の研究は,文 学作品における使用様式や形態を検討することのみで共通語

のウル ドゥー語 とヒンディー語への分化を論 じてきた。しかしながら,文 学作品

における規範的使用が確立するのは最終段階においてである。本稿で見た通 り,

それに先立つ非文学分野における使用や,そ の過程で生じた権益めぐる争いを解

明しない限 り,言 語運動のなかで展開された主観的解釈に惑わ され ることな く,

北イン ドの言語問題を歴史研究において位置づけ るのは不可能なのである。

さらに附言すれぽ,こ の過程において 「イン ド言語調査」が与えた影響は,そ

れを中心となって推進したG.A.グ リエル ソンの言語観とも ども仔細に検討を加

えねぽならないであろ う14)。それが単なる調査に終らず,規 範と権威の附与機能

を果し,ま た在地社会 もそのように捉えていたことは,残 された資料からも十分

に窺い知れる。その考究が完了した段階で,我 々は初めて一貫した北イソ ド言語

社会史の叙述を手にすることができるのである。
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